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議
会
で
、
福
山
・
府
中
二
次
保
健
医
療

圏
域
は
１
１
８
床
の
病
床
不
足
が
明
ら

か
に
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
市
民

病
院
と
し
て
１
０
０
床
程
度
の
増
床
を

希
望
し
て
い
く
。
今
後
は
、
８
月
の
県

医
療
審
議
会
の
審
議
を
経
て
、
最
終
的

に
県
が
決
定
を
す
る
予
定
で
あ
り
、
引

き
続
き
県
や
関
係
機
関
に
強
く
働
き
か

け
て
い
く
。

国
民
健
康
保
険
事
業
に
つ
い
て

（
明
政
会
）

問　
少
子
高
齢
社
会
が
進
展
す
る

中
で
、
医
療
費
の
増
嵩
や
退
職
者
の

増
加
、
特
定
健
康
診
査
・
特
定
保
健

指
導
、
後
期
高
齢
者
支
援
な
ど
事
業

運
営
は
年
々
厳
し
い
状
況
に
あ
り
、

こ
れ
ま
で
２
年
連
続
で
国
保
税
の
値

上
げ
が
実
施
さ
れ
た
。
新
年
度
は
一

般
会
計
と
基
金
か
ら
の
繰
り
入
れ
な

ど
に
よ
り
値
上
げ
を
最
小
限
に
と
ど

め
た
が
、
今
後
の
本
市
の
国
民
健
康

保
険
事
業
の
運
営
は
。

答　
国
民
健
康
保
険
事
業
の
継
続

的
な
安
定
運
営
が
必
要
と
認
識
し
て
お

り
、今
後
と
も
単
年
度
収
支
の
確
保
を

基
本
に
、「
収
納
率
向
上
」「
医
療
費
適

正
化
」「
国
保
制
度
の
啓
発
」を
重
点
目

達
は
年
平
均
約
７
万
本
の
供
給
が
必
要

で
、
ば
ら
苗
栽
培
の
担
い
手
育
成
や
市

民
に
よ
る
接
ぎ
木
や
挿
し
木
な
ど
に
よ

り
植
栽
の
増
加
に
努
め
、
新
た
に
、
ば

ら
苗
の
栽
培
に
取
り
組
む
地
域
団
体
や

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
に
対
す
る
補
助
制
度
を
創
設

し
、
供
給
拡
大
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

市
民
病
院
の
増
床
に
つ
い
て

（
市
民
連
合
）

問　
福
山
市
民
病
院
は
、
重
篤
な

患
者
の
受
け
入
れ
や
高
度
で
良
質
な

医
療
を
提
供
す
る
た
め
に
、
１
０
０

床
程
度
の
増
床
が
必
要
で
あ
る
。
増

床
に
向
け
た
今
後
の
見
通
し
は
。

答　
こ
れ
ま
で
、
増
床
の
必
要
性
等

に
つ
い
て
は
、
県
な
ど
関
係
機
関
と
協

議
し
て
き
た
。
本
年
２
月
の
県
医
療
審

り
、
高
齢
者
の
社
会
参
加
お
よ
び
地
域

貢
献
を
奨
励
・
支
援
す
る
も
の
で
あ

り
、
先
進
市
調
査
を
行
う
中
で
、
事
業

効
果
な
ど
を
研
究
し
て
い
く
。

◇
関
連
質
問

・�

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
増
設
に

つ
い
て�

（
市
民
連
合
）

・�

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
入
所

待
機
者
の
解
消�

（
日
本
共
産
党
）

ば
ら
の
ま
ち
づ
く
り
推
進
事
業

に
つ
い
て 

（
水
曜
会
）

問　
「
ば
ら
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ

ン
」
に
基
づ
い
て
今
後
６
年
間
で
段

階
的
に
ば
ら
の
本
数
を
増
や
し
、
28

年
度
の
市
制
１
０
０
周
年
に
向
け

１
０
０
万
本
の
ば
ら
の
ま
ち
づ
く
り

が
計
画
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容

は
。

答　
駅
前
広
場
の
緑
地
帯
等
へ
ば
ら

の
植
栽
を
行
い
、「
ば
ら
」
を
イ
メ
ー

ジ
し
た
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
キ
ン
グ
等
の
設

置
を
検
討
し
て
い
る
。（
仮
称
）
ロ
ー

ズ
ロ
ー
ド
は
、
駅
か
ら
ば
ら
公
園
ま
で

の
歩
道
を
、
ば
ら
と
ふ
れ
あ
い
、
楽
し

み
な
が
ら
回
遊
で
き
る
よ
う
、
ル
ー
ト

を
含
め
計
画
し
て
い
く
。
ば
ら
苗
の
調

た
。
新
年
度
か
ら
は
、
子
ど
も
手
当
の

支
給
や
児
童
扶
養
手
当
の
父
子
家
庭
へ

の
支
給
拡
大
、
高
校
授
業
料
の
実
質
無

償
化
な
ど
、
子
育
て
家
庭
へ
の
経
済
的

な
支
援
策
が
拡
大
さ
れ
、
制
度
の
目
的

は
果
た
さ
れ
る
と
判
断
し
廃
止
す
る
。

介
護
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
制
度
に
つ

い
て 

（
公
明
党
）

問　
東
京
都
稲い

な

城ぎ

市
で
は
、
介
護

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
参
加
し
た
方
々
に

ポ
イ
ン
ト
を
与
え
て
、
そ
れ
を
保
険

料
の
軽
減
に
結
び
つ
け
る
と
い
う
事

業
を
行
っ
て
い
る
。
高
齢
者
へ
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
制
度
な
ど
に
つ
い
て
の

考
え
は
。

答　
介
護
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
制
度
に
つ

い
て
は
、
介
護
保
険
制
度
の
中
で
地
域

支
援
事
業
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
お

県東部地域の中核病院として地域医療水準の
向上に努めている市民病院




